「受動喫煙防止対策について」厚生労働省健康局長通知の概要
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基本的な方向性


「受動喫煙による健康への影響は明確であることから、多数の者が利用する公共的空間については原則として全面禁煙であるべきである。」


具体的方法


①多数の者が利用する公共的空間については、原則として全面禁煙であるべきである。


少なくとも官公庁や医療施設においては、全面禁煙とすることが望ましい。


②全面禁煙が極めて困難な場合等には、当面の間、分煙等の受動喫煙対策を求めるが、将来的には全面禁煙を求める。


＊公共的空間とは


学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他の施設


　その他の施設とは


鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル・旅館などの


宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等　（鉄軌道車両、バス、タクシー、航空機及び旅客船などを含む）


その他


・職場における受動喫煙防止対策と連動して対策を進める。（労働安全衛生法の改正の検討）


・たばこの影響への悪影響や国民にとって有用な情報など、最新の情報を収集・発信する。





平成１５年５月　健康増進法施行（第２５条　受動喫煙防止）


平成１７年２月　たばこの規制に関する世界保健機関（WHO)枠組み条約が発効（第８条　たばこの煙にさらされることからの保護）


　　　　　　　　　　（第２回締約国会議にて「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」の採択　平成１９年６月）


平成２１年３月　「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会　報告書」（公共的空間については原則として全面禁煙であるべき）





受動喫煙をとりまく環境





通知の概要








